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養育費支払確保及び面会交流支援に関する意見書 

 

２０１３年（平成２５年）１１月２１日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

国及び地方公共団体は，父母の婚姻の有無に関わりなく，子どもが適切な養育

を受けることができるように，あらゆる施策を講じるべきであり，具体的には，

以下の施策を実施すべきである。 

１ 当事者が利用しやすい養育費及び面会交流の相談・履行支援体制の整備 

(1)  各地における専門相談制度 

紛争の初期（別居する以前を含む。）から利用できる以下の条件を備えた養

育費・面会交流専門相談制度の創設。 

① 地方公共団体など身近な場所で利用可能であること。 

  ② 迅速に利用でき，費用は無償ないしは低廉であること。 

③ 専門的知識・技能を有する第三者から，事案に応じた適切なアドバイス

が得られること。 

④ 双方からの相談が同一地方公共団体になされる場合の利益相反について

の配慮が十分なされること。 

 (2)  面会交流についての履行支援制度 

   面会交流の取決めの前ないし後の実施について，一定期間，無償ないし低

廉な費用で，子の利益に配慮しつつ，連絡調整，面会前後の相談，子どもの

受渡し及び面会付添い等を行う子と父母に対する公的な支援の充実及び本格

化。 

２ 実効性のある養育費の支払確保制度 

 (1)  義務者の収入・勤務先・資産等を調査するための強力な制度 

   民事訴訟法及び家事事件手続法に基づく裁判所による調査並びに弁護士法

による弁護士会照会制度の実効性を確保し，特に，税務署による義務者の収

入情報（特に自営業者の確定申告）の開示，社会保険事務所による義務者の

勤務先情報の開示，銀行等金融機関に対する資産調査につき本店調査のみに

よる全支店の資産の開示等を可能とすること。 

 (2)  効果的な養育費取立制度及び養育費立替払制度の導入 

３ 養育費・面会交流支援センターの創設等 
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  身近な地域ごとに，養育費や面会交流についての総合センターとして，前記

１及び２の機能を発揮する「養育費・面会交流支援センター」（仮称。以下「支

援センター」という。）を創設し，支援センターと家庭裁判所が連携協力するこ

と及びその運営には，法律家のほか，子ども及び離別した父母の生活・心情等

に通じた家庭裁判所調査官，調停委員，臨床心理士，保育士，幼稚園教諭，小

学校教諭，児童福祉司及び医師等の経験者及び有資格者を活用し，これらの者

の研鑽の機会を継続的に保障すること（保育士，幼稚園教諭，小学校教諭及び

児童福祉司等の有資格者は，面会交流の履行支援者として。）。 

４ 家庭裁判所の環境改善等 

(1)  充実した調停を実施し得るための家庭裁判所裁判官，家事調停官，書記官，

家庭裁判所調査官，家事調停委員等の大幅な人員増加。 

(2) 十分な量の調停室，待合室，試行面会室の確保等，話合いを促進するための

環境の改善等。 

 

第２ 意見の理由 

１ 子どもの養育を受ける権利 

父母は，子どもの養育及び発達についての第一義的責任を有し（子どもの権

利条約第１８条第１項），父母がその責任を遂行するにあたり，国は，父母に適

切な援助を与える義務を負っている（同条第２項）。 

特に，別居ないしは離婚した父母（非婚の父母を含む。）間の子の場合，その

内容として，非監護親との関係で養育費と面会交流が重要である1。 

子どもの権利条約は，養育費について，国は，父母又は子どもについて金銭

上の責任を有している他の者から，子どもの扶養料を確保するための全ての適

当な措置をとる義務を負い（同条約第２７条第４項），面会交流について，国は，

子どもの最善の利益に反する場合を除くほか，父母の一方又は双方から分離さ

れている子どもが，定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維

持する権利を尊重する（同条約第９条第３項）と定める。 

２０１１年，民法第７６６条第１項は，「父母が協議上の離婚をするときは，

子の監護をすべき者，父又は母と子との面会及びその他の交流，子の監護に要

する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は，その協議で定める。

この場合においては，子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」，同

条第２項は，「前項の協議が調わないとき，又は協議をすることができないとき

は，家庭裁判所が，同項の事項を定める。」と改正され，２０１２年４月より施



 
 

3 

行された。既に１９９６年の民法改正案に含まれていた条項の改正が実現した

ものであるが，この改正は，前記子どもの権利条約の趣旨に沿うものである。 

なお，養育費と面会交流は，対価関係に立つものではなく，いずれも子ども

の成長・発達のために，子どもの状況に応じて適切かつ円滑に履行されること

が必要であり，国は，養育費の支払確保と面会交流の支援の双方を行い，父母

の双方の責任が名実ともに果たされるように支援しなければならない。 

２ 子の利益の尊重 

子どもの権利条約は，「児童に関するすべての措置をとるに当たっては，公的

若しくは私的な社会福祉施設，裁判所，行政当局又は立法機関のいずれによっ

て行われるものであっても，児童の最善の利益が主として考慮されるものとす

る」（同条約第３条第１項）と定めている。 

改正後の民法第７６６条第１項にも，「子の利益を最も優先して考慮しなけれ

ばならない」との文言が付加され，養育費及び面会交流の実務に関わる者は，

何より子の利益を重視して行わなければならない。 

３ 日本の現状 

日本では，別居ないしは離婚した父母（非婚の父母を含む。）間の子ども2の

養育費と面会交流について見れば，親の責任が果たされているとは到底言い難

い現状にある。離婚後に母が全児の親権者となるケースが８３．９％あり，監

護親の多くは母である3が，２０１１年現在，（表１）のとおり，６０％以上が

養育費の取決めをしておらず，８０％以上の子どもが養育費の支払いを受けて

いない。また，７０％以上が面会交流の取決めをせず，面会交流を行っていな

い。 

 

 

（表１）厚生労働省２０１１（平成２３）年度全国母子世帯等調査結果報告より作成 

（いずれの項目も，「不詳」の場合があるため，合計は１００％とならない。） 

養育費 取決め状況 （％） 受給状況 （％） 

 

 

取決めを 

している 

取決めを 

していな 

い 

現在も受 

けている 

受けたこと 

がある 

受けたこと 

がない 

母子世帯 37.7 60.1 19.7 15.8 60.7 

父子世帯 17.5 79.1 4.1 2.9 89.7 
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面会交流 取決め状況 （％） 実施状況 （％） 

 取決めを 

している 

取決めを 

していな 

い 

現在も行っ

ている 

行ったこと 

がある 

行ったこと 

がない 

母子世帯 23.4 73.3 27.7 17.6 50.8 

父子世帯 16.3 79.9 37.4 16.5 41.0 

 

ひとり親家庭の相対的貧困率は５０．８％に達し（２００９年）4，特に，母

子世帯の貧困の状況は深刻である。貧困については，単に子どもの人権の問題

であるのみならず，教育水準の低下や貧困の連鎖の問題として，今後の日本社

会の基盤を揺るがす重大な社会問題となっている。 

４ 協議離婚における問題点 

日本の民法は，裁判所が全く関与せず当事者間の協議のみで離婚できる協議

離婚制度を定めており，それが離婚の９０％近くを占めている5。協議離婚をす

る父母の中には，養育費や面会交流についての話合いを行うことを諦めたり，

そもそも双方とも離婚後の関わりを望まなかったり，紛争があっても裁判所で

調停や審判ができることを知らない人が相当数含まれ，協議離婚はしても養育

費や面会交流の取決めをしない割合が高い。裁判所に申立てがなされれば，国

が，合意形成を援助したり，当事者に代わって決定したりすることができる。

しかし，子どもの状況に応じた適切な取決めを行うためには，裁判所の関与し

ない協議離婚及び別居状態の当事者に対しても，国や地方公共団体が，積極的

な支援をする必要がある。 

５ 取決めがあっても不履行となる原因 

養育費に関して，取り決めたにもかかわらず不履行となる原因は，義務者の

取決め後の収入の減少，親としての責任感の低さなどにあるが，取立方法に着

目すると，日本では，不履行の場合の行政による立替払い・義務者の資産調査・

取立て等を行う強力な制度が存在しないことが大きな要因である。不履行の場

合の権利実現はあくまで個人責任とされているが，経済的弱者の多いひとり親

個人が取立てを実現する力は極めて弱い。 

面会交流については，父母間や親子間の強い葛藤が十分解消されないまま取

決めがなされたり，審判や決定等が下され，取決めや審判以降も具体的施行を

めぐって紛争が続いたり，子どもが拒絶するなどし，それにも関わらず，第三

者による適切な相談，人間関係調整や支援が得られず不履行となる事案がある。 
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６ 養育費及び面会交流の履行を推進する法令や附帯決議等 

前記の現実を踏まえ，条約や民法のほか，養育費については，既に２００２

年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に，「国及び地方公共団体は，母子家庭等の

児童が心身ともに健やかに育成されるよう，当該児童を監護しない親の当該児

童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずる

ように努めなければならない。」（同法第５条第３項）との条項が規定され，２

００３年の民事執行法の改正の際には，参議院法務委員会が，政府と最高裁判

所に対して，養育費の支払確保のためのより実効性のある制度について検討す

るよう特段の配慮をすべきであるとの附帯決議をした。 

また，２０１１年の民法改正に伴い，衆議院法務委員会は，「離婚後の面会交

流及び養育費の支払い等については，児童の権利利益を擁護する観点から，離

婚の際に取決めが行われるよう，明文化された趣旨の周知に努めること。また，

その継続的な履行を確保するため，面会交流の場の確保，仲介支援団体等の関

係者に対する支援，履行状況に関する統計・調査研究の実施など，必要な措置

を講ずること」との附帯決議をし，参議院法務委員会でも，ほぼ同旨の附帯決

議をした。 

こうして，国や地方公共団体による養育費と面会交流についての実効性のあ

る公的な支援や制度作りの必要性を，国自身が認識し，繰り返し述べてきてい

るのである。 

７ 従前の当連合会の意見 

当連合会は，この問題に関し，これまでも意見書等を公表してきた6。養育費

については，将来分差押えのように意見書に沿う施策が既に実現したものもあ

るが，当連合会が提案した，離婚届出書に「養育費に関する合意書」を加える

「養育費取決届出制度」，これに基づき家庭裁判所が養育費支払命令を発令でき

る「養育費支払命令制度」及び養育費請求権を権利者が国（社会保険庁，現日

本年金機構）に譲渡し，国が権利者に対して養育費の立替払いを行い，義務者

に対して取立てを行う「養育費立替払制度」は，いずれも実現しておらず，依

然として養育費の履行率は上昇していない。本意見書は，効果的な政策の実現

が進まない現状に鑑み，改めてまとめたものである。 

８ 養育費確保に関するこれまでの国による施策 

これまでになされた国による養育費の支払確保のための重要な施策としては，

まず，期限未到来の養育費債権につき給料等の継続的給付に係る債権に対する

差押えを認めたこと（２００３年に民事執行法第１５１条の２を新設）及び養
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育費債権について間接強制執行を認めたこと（２００４年に同法第１６７条の

１５第１項を新設）が挙げられる。しかし，債務名義を有していても債務者の

資産が発見できなければ強制執行は不可能であり，このため取立てを諦める事

案が少なくない。債務者の資産発見及び取立てを，権利者個人の責任としてい

る限り，養育費の取立ては進まない。 

また，２０１１年には，家庭裁判所による履行勧告について，履行勧告に必

要な調査の規定を設け，義務の履行状況の調査及び勧告に必要な調査につき，

家庭裁判所は，官庁，公署その他適当と認める者に嘱託し，又は銀行，信託会

社，関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金，信託財産，収入その他の

事項に関して必要な報告を求めることができるとしたが（家事事件手続法第２

８９条第５項，２０１３年施行），この条項の活用はこれからであり，また，従

前より回答は不可とされていた税務署や社会保険事務所の持つ情報が開示され

る状況にはなっていない。 

  ２００７年１０月，厚生労働省は公益社団法人家庭問題情報センター（ＦＰ

ＩＣ）に事業委託して「養育費相談支援センター」を開設した。同センターは，

開設以来２０１３年３月末日までで合計２８，８６４件の相談を受け，有益な

情報を支援者のみならず個人にも提供するなど，重要な役割を果たしてきた7が，

事業の内容は，相談の支援であり，取立て等の個別救済を事業としていないた

め，実際の養育費確保に直結しにくい。  

２００６年と２０１１年の母子世帯の養育費取決め率を比較すると，３８．

８％から３７．７％にむしろ低下し，受給率の比較では，「養育費を受けたこと

がない」が５９．１％から６０．７％に増加しており8，前記の施策だけでは，

今後も養育費の確保が前進することは期待しがたいというべきである。 

   なお，２０１２年４月から，国は，離婚届出用紙に養育費及び面会交流の取

決めの有無の回答欄を新たに設けた。この欄の存在がきっかけとなって，離婚

の際の協議が進むことが期待されるが，合意は離婚の要件ではなく，行政や裁

判所等の第三者が関与する形態ではないため，この欄の存在によって一気に取

決め率が向上することは期待できないし9，口頭による合意も含まれており，書

面化を促進する必要がある。 

９ 面会交流支援に関するこれまでの施策 

(1) 国による施策 

面会交流支援事業として，２０１２年４月より，厚生労働省は，児童扶養

手当受給者等を対象とする面会交流支援事業実施のための補助金の交付を開
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始した10。東京都は全国に先がけてこの制度の実施主体となり，東京都ひと

り親家庭支援センター「はあと」（以下「『はあと』」という。）を設立し，２

０１２年５月７日から国及び都の資金を財源とする面会交流支援事業を始め

た。その後，千葉県，熊本県など，実施する自治体が増えつつある。「はあと」

に寄せられた相談のうち，面会交流支援の要件を満たすものについて個別の

支援は，前述の公益社団法人家庭問題情報センターに委託されている。支援

の具体的内容は，当事者間の連絡，面会交流の立会い，子どもの受け渡し等

を無償で行うというものである。 

ただし，「はあと」の設立から２０１３年３月末日までに，「はあと」に寄

せられた相談数は３５５件であるが，そのうち，具体的に面会交流支援が実

施されたものは１１組，３４回である11。支援実施に至った割合が少ないの

は，父母双方に対する収入制限が存在すること12や合意が既に形成されてい

ることという条件が課されていることによると思われる。収入制限に関して

は，有料で面会交流支援業務を行っている公益法人や民間団体に対する配慮

は必要であるが，厚生労働省の設定した収入基準は超えるが民間の有料支援

を利用するほどの資力や意欲はないという当事者は少なくない。こうした当

事者層による利用を可能にするためには，父母の収入制限の緩和，あるいは

収入に応じて低料金での利用を認めるなどの改善策が必要と思われる。 

この事業がさらに全国に広がり，実をあげていくには，各地方自治体で，

優れた支援事業の経験者や法律家（適切な訓練を受けた弁護士も含む。）など

専門家を確保することが必要である。 

(2) 民間機関の現状 

一方，民間機関による面会交流支援団体，グループや個人は徐々に増えつ

つある。最も歴史があるのは，家庭裁判所の調査官出身者が中心となって活

動している公益社団法人家庭問題情報センターであるが，その他の民間機関

13も含めて，都市部中心での活動であり，利用できる者の範囲はまだ限られ，

支援組織の存在しない県も多い。また，民間機関はいずれも財政基盤が弱く，

その多大な努力によっても国内の全てのニーズに対応するように拡大してい

くことは困難である14。 

(3) アンケート結果 

当連合会による弁護士に対するアンケート15の結果（２０１２年）によれ

ば，回答数は２０名と少ないものの，全員が「面会交流の支援機関があれば

利用したい」と答え，一方，２０１２年６月までに支援機関を利用したこと
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がある者は４分の１の５名のみであった。弁護士が関与した事案では，代理

人活動の一環・延長として，合意成立あるいは審判確定後の面会交流の付添

いや連絡の調整を行う場合があるが，それは弁護士個人の熱意に負うところ

が大きく，一般的な弁護士の活動として広がってはいない。 

面会交流の問題を解決するには，相談・合意形成・施行の支援までを継続

して行える公的な本格的支援を全国で展開する必要があるとともに，既に存

在する民間機関がさらに充実して発展するよう，一定の水準を満たすものに

は費用を補助するなどして当事者の負担を軽減し，利用を拡大することも必

要である。 

１０ 調停や審判の実務の現状と課題 

(1) 養育費 

養育費の調停及び審判の２０１２年の新受件数は２２，１６１件であり，

その１０年前の１．３８倍となっている16。婚姻費用の申立数の増加はより

著しく，そこには子の養育費を含む事案が相当数あるので，事件数としては

増加の一途をたどっているということができる。 

算定表17は，２００３年以来，急速に実務に普及し，合意や審判の迅速化

に貢献したが，一方，算定の対象となる基礎収入の割合が低いことや職業費

割合が高いことなどにより，義務者が必ずしも生活保持義務を果たす内容と

なっていない等の問題点を有していることを，既に当連合会は「『養育費・婚

姻費用の簡易算定方式・簡易算定表』に対する意見書」（２０１２年３月１５

日）にまとめて公表している。こうした問題点を克服し，２００３年以降の

社会的事情の変更（税率の変更等）も踏まえた改訂が適宜なされ，交通事故

の算定基準のように，信頼性の高い内容を維持し続けるべきと思われる。 

    調停や審判における算定表の利用方法については，調停の進め方として，

算定表に依拠して算定がなされることが当事者に説明され，算定表が参考資

料ではなく法規のように扱われている点，及び算定表による額を修正すべき

特別事情（教育費や住宅ローン等）についての取扱いが柔軟性を失っている

面があるなどの問題がある。 

    また，自営業者等の場合に収入の捕捉が容易でなく算定が公平に行われに

くく，債務名義が存在する場合であっても勤務先や資産が不明である場合に

は執行が極めて困難である。 

  (2) 面会交流 

面会交流の２０１２年の調停及び審判の新受件数は１１，４５９件であり，
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その１０年前の２．９７倍と急激に増加しており18，また困難事案が少なく

ない点が裁判所の内外から指摘されている。 

特にこの５～６年の間，２０１１年の民法改正の以前より，家庭裁判所の

実務は，面会交流につき急速に積極的な方向に転じ，当事者に面会交流の意

義を積極的に説いたり，審判への移行にも消極的ではなくなるなど，面会交

流推進の機運を醸成するようになった。 

一方，急激な実務の変化の中で，面会交流調停の早い段階から，当事者が

事情を説明する前に，面会交流実施についての強い説得が行われるなど合意

形成を急ぎすぎる例，高葛藤の父母間の事案において第三者による支援の見

込みのないまま審判により面会が命じられ履行不能となる例，ＤＶ事案や児

童虐待事案への配慮が不十分な例など，課題のある例も少なからずみられる

のが現状である。 

また，履行確保の手段として，家庭裁判所による履行勧告及び間接強制執

行があるが，強制執行は，履行を促進する場合もある反面，紛争をさらに拡

大する原因にもなりかねず，実際には，強制執行にまで至った事案での面会

交流は実現できていない場合が少なくないと思料される。 

 (3) 背景事情 

こうした背景には，前記「第２，５」の事情に加えて，前記の養育費や面

会交流に関する処分の事件数の急増，子どもの意思の把握の困難さ，人間関

係調整の困難さ，それにもかかわらず，家庭裁判所の人的・物的資源が極め

て不足していることがあると考えられる。 

物的な面では，例えば，調停の当事者控室が狭くて満員で椅子に座れず長

時間，時には子どもを抱っこして立って待つしかない場合などがあり，穏や

かな気持ちでの話合いを促進する環境が不十分であると考えられる。さらに，

調停自体も，調停室の不足のために月に一度の期日が入らない場合がある。 

また，家庭裁判所における試行的（試験的）面会交流は，家庭裁判所調査

官による調査目的で実施されるとはいえ，実際には調停合意を促進し，調停

や審判後の面会交流の練習の意義を有し，円滑な面会交流実施には極めて重

要な意義を有しているところ，試行面会室のない裁判所がなお存在する。 

人的な面では，事件数の増加に比して，家庭裁判所裁判官，家事調停官，

書記官，家庭裁判所調査官，調停委員等の人員の拡大が追いつかず，関係者

の努力にもかかわらず，過重な負担となっている。 

今後も増加することが予想される子の監護事件に適切に対応するには，個
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別事案に応じてじっくりと適切な解決をすることを可能にするため，家庭裁

判所の人的・物的環境の充実とそのための予算の増加は急務であると考えら

れる。 

  (4) 子どもの手続代理人 

家事事件手続法は，面会交流の調停又は審判事件について，意思能力のあ

る子どもの「参加」を認め得ること，その場合に，子どもの手続代理人とし

て私選ないしは国選により弁護士を選任しうることを認めた（同法第２３条，

第４１条第２項，第４２条第３項，第２５８条）。これまで主として家庭裁判

所調査官によって子どもの意思の調査の努力が積み重ねられてきたが，子ど

もの意思の把握の困難さの克服及び審判等の結果によりまさに影響を受ける

当該子ども自身の主体的な関与を進めるため，子どもの手続代理人の活用が

推進されるべきと考える。 

 

第３ 提言   

１ 望まれる具体的施策 

   以上の現状を踏まえると，国及び地方公共団体は，父母の婚姻の有無に関わ

りなく，子どもが適切な養育を受けることができるように，あらゆる施策を講

じるべきであり，具体的には，以下のような施策が必要であると考える。 

 (1) 当事者が利用しやすい相談・支援体制の整備 

① 各地における専門相談制度 

   紛争の初期から専門的知識・技能を有する適切な第三者が介入すること

により，その後の紛争激化を回避することが可能となる事案は少なくない。

しかし，家庭裁判所は，一般の当事者にとって敷居が高く，利用するには

心理的抵抗があるため，簡単にアクセスできない実情がある。 

   よって，紛争の初期（別居する以前を含む。）から利用できるよう，以下

の条件を備えた養育費・面会交流専門相談制度を創設することが急務であ

る。 

 ア 地方公共団体など身近な場所で利用可能であること。 

 イ 迅速に利用でき，費用も無償ないしは低廉であること。 

 ウ 専門的知識・技能を有する適切な第三者から，事案に応じた適切なア

ドバイスが得られること。 

 エ 双方からの相談が同一地方公共団体になされる場合の利益相反につい

ての配慮が十分なされること。 
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② 面会交流についての履行支援制度 

  子どもにとって望ましいのは，強制執行にまで至ることなく，父母が自

主的に取決めをして履行することであり，そのためには，取決め前の試行

的（練習的）面会及び取決め後の面会の実施について，一定期間，無償な

いし低廉な費用で，連絡調整，面会前後の相談，子どもの受渡し及び面会

付添い等により子と父母を支援する制度が必要である。 

(2) 実効性のある養育費の支払い確保制度 

① 義務者の収入・勤務先・資産を調査するための強力な制度の創設 

既に述べたとおり，現行法下では，養育費についての強制執行には限界

がある。強制執行を効果的手段とするためには，民事執行法及び家事事件

手続法による裁判所の調査並びに弁護士法による弁護士会照会制度の実効

性を確保し，税務署による義務者の収入情報（特に自営業者の確定申告）

の開示，社会保険事務所による義務者の現在の勤務先情報の開示，銀行等

金融機関に対する資産調査につき本店調査のみによる全支店の資産等の開

示がなされることが必要である。 

② 効果的な養育費取立制度及び養育費立替払制度の導入 

前項の制度が創設されたとしても，あくまで権利者個人による強制執行

の枠組み内での回収方法でしかない。養育費が子どもの生育にとって不可

欠なものであることを考慮すれば，この回収を個人責任とせず，行政によ

る養育費の取立制度及び立替払制度を創設すべきである。 

 (3) 支援センターの創設等 

    父母の離婚や別居に関係なく，子どもに十分な養育環境を保障することは，

個々の子どもの健全な成長発達の実現のために重要であることはもちろん，

日本社会の将来のためにも重要な課題である。そのための施策を実施するこ

とは，子どもの権利条約により国に課された義務であるといってよい。 

   そのためには，当事者にとって身近な地域ごとに，養育費や面会交流につ

いての総合的なセンターとして，前記(1)及び(2)の機能を発揮する支援センタ

ーを創設すべきである。 

そして，面会交流を安心して実施する場所を確保するためには，支援セン

ター内に面会のスペースを設けることが望ましいが，既存の児童館，子ども

のためのセンター等の遊び場等，公共の施設の利用も推進すべきである。 

支援センターの適切な運営のためには，法律家のほか，子ども及び離別し

た父母の生活・心情等に通じた家庭裁判所調査官，調停委員，臨床心理士，
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保育士，幼稚園教諭，小学校教諭，児童福祉司，及び医師等の経験者及び有

資格者を活用することが考えられる。また，支援センター職員及びこれら支

援にあたる者の専門知識の研鑽の機会を継続して保障し，特にＤＶや児童虐

待についての専門知識を十分に習得して実務にあたることが重要である。 

    なお，ＤＶ，児童虐待又は父母の高葛藤等により一方の協力を得にくい場

合には，支援センターでの解決は困難であるから，司法的解決に委ねるべき

である。 

また，支援センターと家庭裁判所は，緊密に情報交換し，連携協力するこ

とが必要である。 

 (4) 家庭裁判所の環境改善等 

本提言が実現したとしても，養育費及び面会交流の困難な事案を扱い，実

務をリードし続けるのは，家庭裁判所であることは変わりない。 

    したがって，先に述べたような現在の家庭裁判所が抱える問題点を克服し，

改善するための方策が必要である。例えば， 

① 充実した調停を実施しうるための家庭裁判所裁判官，家事調停官，書記

官，家庭裁判所調査官，家事調停委員等の大幅な人員増加 

② 十分な量の調停室，待合室，試行面会室の確保等，話合いを促進するた

めの環境の改善等 

である。 

 

第４ 最後に 

国及び地方公共団体が本提言の示した課題に対して，速やかに，相当な支援策

と十分な予算措置を講じることが切に望まれる。 

養育費及び面会交流の実務の充実及び向上には，裁判官・弁護士等法曹を含め

て全ての養育費・面会交流の実務に関わる者の継続的な研鑽が必要である。  

本提言の実現に向けて，当連合会としても全面的・継続的に協力していく所存

である。 

以上 
                                            
1 父母同居中においても養育費が支払われない例があり，およそ全ての子を含む。 
2 ２０１１年に父母の離婚を経験した未成年子は２３４，９３８人であり，この５年間はおお
むね年間２４万人ないし２５万人で推移している。現在，父母が離婚ないし別居している未成
年子の数の統計はないが，何百万人という単位であることは間違いない。うち，離婚後に母が
全児の親権者となるケースが８３．３％であり微増を続けており，監護親の多くは母である。 
3 厚生労働省人口動態統計（２０１２年） 
4 厚生労働省国民生活基礎調査（２０１０年） 
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5 厚生労働省人口動態統計（２０１２年）によれば，離婚にしめる協議離婚の割合は８７．１％。
実際には，調停等を経過しつつ協議離婚する事案もあるので，真に裁判所の関与しない協議離
婚割合はもう少し低い。 
6 離婚後の養育費支払確保に関する意見書（１９９２年２月），婚姻制度等に関する民法改正
要綱試案に対する意見書（１９９５年１月），養育費支払確保のための意見書（２００４年３
月１９日），子どもの権利条約に基づく第３回日本政府報告及び武力紛争における子ども･子ど
も売買各選択議定書第１回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書（２００９年７月
１７日），「養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表」に対する意見書（２０１２年３
月１５日） 
7 養育費相談支援センターに確認。 
8 厚生労働省全国母子世帯等調査結果報告（２０１１年） 
9 ２０１２年４月から２０１３年３月までの１年間の未成年子がいる夫婦の協議離婚届出１３
１，２５４件のうち，面会交流欄に取決めをしているとチェックしたのは７２，７７０件（５
５．４％）であり，養育費欄に取決めをしているとチェックしたのは７３，００２件（５５．
６％）であった（法務省調査）。 
10 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」
の一部改正について（２０１２年４月６日） 
11 東京都育成支援課に確認。 
12 厚生労働省の「母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱」に，「同居親が児童扶養手当の支
給を受けており，かつ別居親が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあるこ
と」との収入制限がある。 
13 当連合会による弁護士を対象とするＷＥＢアンケート調査（「面会交流支援の全国的な実施
状況に関するアンケート」）によれば，２０１２年現在，全国に約２０の民間の面会交流支援
組織（ないしは個人）が存在する。 
14 ２０１３年９月現在，東京，大阪，名古屋，福岡，千葉，宇都宮，広島，松江，横浜，新潟
の１０都市に公益社団法人家庭問題情報センターの相談室が存在し，他に仙台，札幌について
は東京の相談室に相談可能とのことである。 
15 注１３参照。 
16 司法統計年報（２００２年，２０１２年） 
17 東京・大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指して－養育費・婚姻費用の算
定方式と算定表の提案－」（『判例タイムズ』１１１１号・２００３年） 
18 司法統計年報（２００２年，２０１２年） 


